
 

 

 

令和４年度 予算総則（抜粋）  

 

 

第５条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出

に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。 

２ 前年度予算総則第５条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用するこ

とができる。 

 

 

第６条 予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。 

２ 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならない。 

 

 

第７条 事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委

員会の議決を経て、その一部又は全部を事業のため直接必要とする経費の支出若しくは特別

支出、又は設備の新設、改善に充てることができる。 

（ 資 料 ） 


